
変更になる部署と事務の内容

地 域 福 祉 課

福祉保健部

福 祉 保 健 課

保 護 福 祉 課

維持管理班（南有馬）

北 有 馬 支 所 駐 在

水道部 上水道課 水道部 上水道課　☎050（3381）5070

深 江 支 所 駐 在

布 津 支 所 駐 在

有 家 支 所 駐 在

西 有 家 支 所 駐 在

口 之 津 支 所 駐 在

加 津 佐 支 所 駐 在

福 祉 課
☎050（3381）5051

こ ど も 未 来 課
☎050（3381）5050

保 護 課
☎050（3381）5052

維 持 管 理 班
（南有馬庁舎）
☎050（3381）5070

深江水道管理センター
（深江庁舎）
☎050（3381）5122

有家水道管理センター
（有家庁舎）
☎050（3381）5142

加津佐水道管理センター
（加津佐庁舎）
☎050（3381）5192

・障害者福祉に関すること
・高齢者福祉に関すること
・その他、福祉施策全般に関すること

・保育所、子ども手当、福祉医療などに関すること
・母子保健、子育て支援に関すること
・予防接種に関すること

・業務はそのままです
 （課の名称が変わります）

これまで 変　　更　　後 主  な  事  務  内  容

福祉保健部

これまで 変　　更　　後 主  な  事  務  内  容

・北有馬、南有馬地域の水道業務に関すること

・深江、布津地域の水道業務に関すること

・有家、西有家地域の水道業務に関すること

・口之津、加津佐地域の水道業務に関すること

※４月から水道の「使用開始」、「使用中止」の申し込みが、電話でもできるようになります。
　ただし、土、日、祝日の受け付け、開・閉栓業務はできませんので、お早めに連絡をお願いします。
　問 水道部 上水道課　☎０５０（３３８１）５０７０

市民課  戸籍住基班

西 有 家 支 所

市民課  保険年金班

市民サービス課
☎050（3381）5040

保 険 年 金 課
☎050（3381）5039

・戸籍、住民基本台帳事務に関すること
・パスポート発行業務に関すること
・西有家地域の支所業務に関すること

・業務はそのままです
 （「班」が「課」になります）

これまで 変　　更　　後 主  な  事  務  内  容

市民生活部

　４月１日から、旅券（パスポート）の申請および受け取りは、市役所西有家庁舎の市民サービス課
「パスポート申請コーナー」で手続きをお願いします。なお、長崎県島原振興局内のパスポートセン
ターは、３月31日で閉鎖されました。
　申請できるのは、原則として市内に住民登録のある人です。市内に住民登録はしていないが、仕事
などの都合により市役所での申請を希望する場合は、窓口にご相談ください。

●一般旅券発給申請書…１通
　・申請書は、パスポート申請コーナーまたは各支所で入手できます。
　・申請書は、10年用と５年用があります。20歳未満の方はすべて５年用です。

●戸籍抄本または謄本…１通
　・申請日前６カ月以内に作成されたもの。
　・家族で同時に申請する場合、戸籍が同一の場合は、戸籍謄本を１通とするこ
　　とができます。

●写 真（縦45ｍｍ×横35ｍｍ）…１枚
　・ふちなしで、無背景の写真。
　・申請日前６カ月以内に撮影されたもの。
　・無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが34±２㎜であるなど、申
　　請書に記載されている規格を満たしていることが必要です。
　※なるべく写真店でパスポート用と指定してお撮りください。

●申請者本人を確認する書類（有効な原本を提示してください）
　・氏名・生年月日・住所・性別・ふりがななどが申請書の記載内容と一致して
　　いるものに限ります。（右記参照）

●前回取得したパスポート（有効期間内のパスポートは必ず提出してください）

⑴１つで確認できるもの
日本国旅券（失効後６カ月以内のものを
含む）、運転免許証、写真付き住民基本
台帳カード、船員手帳、海技免状、猟銃・
空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地
建物取引主任者証、電気工事士免状、無
線従事者免許証、官公庁職員身分証明書、
特殊法人職員身分証明書、写真付き身体
障害者手帳
⑵２つ必要とするもの
①と①の（例）
健康保険証と厚生年金証書（手帳）
①と②の（例）
健康保険証と会社の身分証明書（写真付き）
②と②の組み合わせでは受け付けできま
せん
①…健康保険・国民健康保険・船員保険
などの被保険者証、共済組合員証、国民
年金･厚生年金などの年金手帳、被爆者
健康手帳、介護保険被保険者証、国民年
金・厚生年金・船員保険・共済年金・恩
給などの証書、印鑑登録証明書（登録印
も必ず持参）、
②…会社の身分証明書・失効旅券（失効
後６力月を超えるもの）・学生証などの
証明書（写真の貼ってあるもの）、本籍
地の市町村が発行する身分（身元） 証明
書 

申請者本人を確認する書類申請に必要なもの（次のものがそろっていないと申請できません）

ご注意ください！
島原振興局内のパスポートセンターは閉鎖されました。

問 総務部 行革推進室　☎050（3381）5031

4月から
市役所組織の一部が かわります！

市では、新たな業務に対応しながら、
効率的な行政運営を行うため、組織の見直しを行います。

福祉保健部を「福祉課」、「こども未来課」、「保護課」に再編します。1.

各支所に駐在している上水道課の職員を４カ所の拠点配置に変更します。2.

西有家支所と市民課戸籍住基班を統合して「市民サービス課」とします。3.

旅券（パスポート）の申請は、市役所へ
問 市民生活部 市民サービス課　☎０５０（３３８１）５０４０

《受付時間》月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前９時～正午・午後１時～５時
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